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○
経
済
産
業
省
令
第
六
十
五
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

及
び
第
三
十
七
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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※
官
報
掲
載
時
は
【
別
表
】
の
体
裁
に
よ
る
新
旧
対
照
表
を
挿
入
】
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別
表

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
保
安
業
務
区
分
）

（
保
安
業
務
区
分
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
保
安
業

第
二
十
九
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
保
安
業

務
の
区
分
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

務
の
区
分
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

保
安
業
務
区
分
の
名
称

保
安
業
務
の
内
容

保
安
業
務
区
分
の
名
称

保
安
業
務
の
内
容

一
～
三

［
略
］

［
略
］

一
～
三

［
略
］

［
略
］

四

定
期
消
費
設
備
調
査

第
三
十
七
条
第
一
号
の
表
イ

及
び

四

定
期
消
費
設
備
調
査

第
三
十
七
条
第
一
号
の
表
イ

及
び

(1)

(2)

(1)

(2)

、
ロ

及
び

、
同
条
第
三
号
並
び
に

、
ロ

及
び

、
同
条
第
二
号
並
び
に

(2)

(3)

(2)

(3)

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
調
査
を

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
調
査
を

行
う
業
務

行
う
業
務

五
～
七

［
略
］

［
略
］

五
～
七

［
略
］

［
略
］

（
充
て
ん
設
備
の
保
安
検
査
）

（
充
て
ん
設
備
の
保
安
検
査
）

第
八
十
一
条

［
略
］

第
八
十
一
条

［
略
］

２

前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
充
て
ん
設
備
に

［
新
設
］

あ
っ
て
は
、
完
成
検
査
）
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
後
一
月
以
内
に
法
第
三

十
七
条
の
六
第
一
項
本
文
の
保
安
検
査
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基

準
日
に
お
い
て
当
該
検
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
本
文
の
保
安
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

２

前
項
の
保
安
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
六
十
八
条
第
二
項
（

は
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
充
て
ん
設
備

第
六
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

に
あ
っ
て
は
、
完
成
検
査
）
を
受
け
た
日
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
検

り
充
て
ん
設
備
完
成
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
前
回
の
保
安
検
査

査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
一
年

に
つ
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
十
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を
超
え
な
い
日
（
休
止
充
て
ん
設
備
に
あ
っ
て
は
、
当
該
充
て
ん
設
備
を

一
月
を
超
え
な
い
日
（
休
止
充
て
ん
設
備
に
あ
っ
て
は
、
当
該
充
て
ん
設

再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）
ま
で
に
様
式
第
四
十
四
に
よ

備
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）
ま
で
に
様
式
第
四
十
四

る
申
請
書
を
充
て
ん
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

に
よ
る
申
請
書
を
充
て
ん
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

３

［
略
］

（
協
会
等
が
行
う
保
安
検
査
の
申
請
等
）

（
協
会
等
が
行
う
保
安
検
査
の
申
請
等
）

第
八
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
協
会
又
は
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
保

第
八
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
協
会
又
は
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行
う
保

安
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
三

安
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
及
び

十
七
条
の
六
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項

第
三
項
中
「
法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三

た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
充
て
ん
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在

十
七
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
充
て
ん
設
備
の

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
指
定
保
安
検

使
用
の
本
拠
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協

査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

会
又
は
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

様
式

第
4
4

（第
8
1
条

関
係

）

様
式

第
4
4

（第
8
1
条

関
係

）

×
整

理
番

号
×

整
理

番
号

×
審

査
結

果
×

審
査

結
果

×
受

理
年

月
日

年
月

日
×

受
理

年
月

日
年

月
日

×
検

査
番

号
×

検
査

番
号

充
て

ん
設

備
保

安
検

査
申

請
書

充
て

ん
設

備
保

安
検

査
申

請
書

年
月

日
年

月
日

都
道

府
県

知
事

殿
都

道
府

県
知

事
殿

氏
名

又
は

名
称

及
び

法
人

に
氏

名
又

は
名

称
及

び
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

㊞
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
㊞

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
法

人
番

号

［新
設

］

住
所

住
所

液
化

石
油

ガ
ス

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律
第

３
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

３

７
条

の
６

第
１

項
本

文
の

検
査

を
受

け
た

い
の

で

、次
の

と
お

り
申

請
し

ま
７
条

の
６

第
１

項
本

文
の

検
査

を
受

け
た

い
の

で

、次
の

と
お

り
申

請
し

ま
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す

。

す

。

１
充

て
ん

設
備

の
使

用
の

本
拠

の
名

称
及

び
所

在
地

１
充

て
ん

設
備

の
使

用
の

本
拠

の
名

称
及
び

所
在

地

２
充

て
ん

設
備

の
許

可
の

年
月

日
及

び
許

可
番

号
２

充
て

ん
設

備
の

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号

３
前

回
の

保
安

検
査

の
検

査
年

月
日

（保
安

検
査

を
受

け
た

こ
と

の
な

い
３

前
回

の
保
安

検
査

の
検

査
年

月
日

及
び

充
て

ん
設

備
保

安
検

査
証

の
検

充
て

ん
設

備
に

あ
っ

て
は

、完
成

検
査

の
検

査
年

月
日

）及
び

充
て

ん
設

査
番
号

備
保

安
検

査
証

の
検

査
番

号

（備
考

）１

［略
］

（備
考

）１

［略

］

２

［略
］

２

［略

］

３
前

回
の

保
安

検
査

の
検

査
年

月
日

は

、液
化

石
油

ガ
ス

の
保

［新
設

］

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則
第

８

１
条

第
２

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
た

と
み

な
さ

れ
る
日

が

あ
る

場
合

は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

４

［略

］

３

［略

］

様
式

第
4
5

（第
8
1
条

関
係

）

様
式

第
4
5

（第
8
1
条

関
係

）

充
て

ん
設

備
保

安
検

査
証

充
て

ん
設

備
保

安
検

査
証

氏
名

又
は

名
称

氏
名

又
は

名
称

充
て

ん
設

備
の

使
用

の
本

拠
の

名
称

及
び

所
在

地
充

て
ん

設
備

の
使

用
の

本
拠

の
名

称
及

び
所

在
地

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号

保
安

検
査

の
検

査
年

月
日

検
査

年
月

日

検
査

職
員

氏
名

検
査

職
員

氏
名

検
査

番
号

検
査

番
号
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備
考

備
考

年
月

日
年

月
日

都
道

府
県

知
事

㊞
都

道
府

県
知

事
㊞

（備
考

）１
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、日
本

工
業

規
格

Ａ
５

と
す

る
こ

と

（備
考

）こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は

、日
本

工
業

規
格

Ａ
５

と
す
る

こ
と

。

。

２
保

安
検

査
の

検
査

年
月

日
の

欄
に

は

、液
化

石
油

ガ
ス

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則
第

８

１
条

第
２

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
た

と
み

な
さ

れ
る
日

が

あ
る

場
合

は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式

第
4
6

（第
8
2
条

関
係

）

様
式

第
4
6

（第
8
2
条

関
係

）

×
整

理
番

号
×

整
理

番
号

×
受

理
年

月
日

年
月

日
×

受
理

年
月

日
年

月
日

充
て

ん
設

備
保

安
検

査
受

検
届

書
充

て
ん

設
備

保
安

検
査

受
検

届
書

年
月

日
年

月
日

都
道

府
県

知
事

殿
都

道
府

県
知

事
殿

氏
名

又
は

名
称

及
び

法
人

に
氏

名
又

は
名

称
及

び
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

㊞
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
㊞

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
法

人
番

号

［新
設

］

住
所

住
所

液
化

石
油

ガ
ス

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律
第

３
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
３

７
条

の
６

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り

、次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。

７
条

の
６

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り

、次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。

１
検

査
を

受
け

た
充

て
ん

設
備

の
許

可
の

年
月

日
及

び
許

可
番

号
１

検
査

を
受
け

た
充

て
ん

設
備

の
許

可
の

年
月

日
及

び
許

可
番

号

２
検

査
を

受
け

た
充

て
ん

設
備

の
使

用
の

本
拠

の
名

称
及

び
所

在
地

２
検

査
を

受
け

た
充

て
ん

設
備

の
使

用
の

本
拠

の
名

称
及

び
所

在
地

３
検

査
実

施
者

の
名

称
及

び
保

安
検

査
の

検
査

年
月

日
３

検
査

実
施
者

の
名

称
及

び
検

査
年

月
日

４
充

て
ん

設
備

保
安

検
査

証
の

検
査

番
号

４
充

て
ん

設
備

保
安

検
査

証
の

検
査

番
号

（備
考

）１

［略

］

（備
考

）１
［略
］
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２

［略

］

２

［略

］

３
保

安
検

査
の

検
査

年
月

日
は

、液
化

石
油

ガ
ス

の
保

安
の

確

［新
設

］

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

８
１
条

第

２
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

た
と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ
る

場

合
は

、当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
［略

］

３

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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